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８ 議事の経過 

開議 １３時３０分 

○議長（亀井次男） 

 こんにちは。 

 ただいまの出席議員は２６名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりであります。 

 また、説明員は町長ほか１９名であります。 

 

…………… 日程第１ 議案２１１号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第１、議案第２１１号、平成１８年度有田川町一般会計補正予算７号を議題と

します。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、増谷君。 

○２番（増谷 憲） 

 議案第２１１号について、質疑をさせていただきます。 

 この間の一般質問もさせていただいた件に関わってなんですが、歳出の３９ページ

に自治防犯費の需用費として１５０万６，０００円の修繕料が見込まれていますが、

ここの部分のご説明をまずいただきたいと思います。 

 それから、歳出の４５ページ合併地域振興基金ということで、今回から１億円積み

立てられておりますが、今後１０年間積み立てていって、利子運用という使い方をご

説明されたように思います。しかし、今後１０年間も積み立てていける、きちっとし

た国の保障もあるのかどうかも含めて、また使い道も１０年待って利子運用の中で今

後どんな使い方を想定していかれるのか、この点の見通しをどんなに持っておられる

のか、お聞きしておきたいと思います。 

○議長（亀井次男） 

 総務課長、須佐見君。 

○総務課長（須佐見政人） 

 増谷議員さんにお答えします。 

 ３９ページの修繕料１５０万６，０００円の件ですけども。その内訳は、防犯灯の

球の修繕で、１００基の８４万円と、あと撤去分ということで５０基の６６万５，０

００円を見込んでおります。今回６６万５，０００円については、予算を執行せずに

いきたいと思っております。 

 それと、４５ページの合併地域振興基金積立金なんですけども、１０年間で１７億

４００万円を合併特例債で積むことになっております。今年度は１億円ですけども、



あと９年かけて残りを積むようにいたしております。これにつきましては、まちづく

り事業の合併に伴うソフト面で使っていきたいというように考えてございます。 

 １０年後なんですけども、まだその使い道については、どれをするということはな

いですが、まちづくり事業で合併特例債のハード面とは違うソフト面ということで、

使い道については、まだ決まっておりません。以上です。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ７番、田中君。 

○７番（田中良知） 

 補正予算に直接関係ないんですけども、資源ごみの収集と処理を今どういうふうに

やられてるのかをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（亀井次男） 

 町長、中山君。 

○町長（中山正隆） 

 田中議員さんにお答えをしたいと思います。 

 資源ごみの収集・運搬と処理費で３，３３５万８，６００円。運搬費と処理費を合

わせてです。 

○議長（亀井次男） 

 ７番、田中君。 

○７番（田中良知） 

 今、私も資源ごみと申したんですけども、私の考え方は、ごみじゃなくして、資源

という観点でちょっと質疑させていただきたいと思います。 

 聞くところによると、古紙、新聞、ダンボール、またスチール缶、アルミ缶等々、

今、中国という市場が開拓され、利益につながっているということが新聞等にも載っ

ておりましたけども、吉備町も今、生ごみ等でたいへんな経費の要る中で、そういう、

ただ運搬賃とか処理賃金、お金を払うということが今の時代にはふさわしいかどうか、

そういう点をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（亀井次男） 

 町長、中山君。 

○町長（中山正隆） 

 お答えをしたいと思います。 

 実は、非常に資源の回収と処理にかかるいうのが今の実感でありまして、議員さん

おっしゃる通り、古紙とかスチール缶には若干、値段の変動があると思いますけれど

も、現在、新聞紙、古紙、あるいはスチール缶、アルミ缶、非常に高く売れるようで

あります。 

 それで、清水地区については、皆、区単位でそれを運んで処理をしてくれるという



話も聞いてまして、非常にいい方法だなと思っています。先日、課長に一度交渉に行

ってくれと言ってます。回収費用のうちの少なくとも１，５００万円ぐらいかかって

ます。これは、高価に売れるごみを取りにくる費用にしては大きすぎだと。それを何

とかまけていただけないかということで、頼んでくるように言ってます。 

 それで、もし応じてくれないのであれば、また、吉備・金屋地区も清水方式のよう

に、区へ若干補助金を出してでも区でやってもらう。そのことが、ごみに対する認識

も深まるし、今の単価で持っていってくれれば、かなり区の方へも収入が入ると思う

ので、その方向で今検討させてもらってます。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに質疑ありませんか。 

 ７番、田中君。 

○７番（田中良知） 

 聞くところによると、１，０００万円は超えるというような話を聞いております。

その中で、収集費に町がまだ経費を払っているということは、ちょっと町民としても

納得しかねると思うんです。この際に、ごみという観点を捨てて、有田川町の資源と

いう考え方に基づいて検討をしていっていただきたいと思います。以上です。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに質疑ございませんか。  

 １８番、楠部君。 

○１８番（楠部重計） 

 議案第２１１号について、２９ページなんですけども、清掃費の中で備品購入費が

３５０万円と計上されてます。これのご説明をお願いいたします。 

○議長（亀井次男） 

 福祉課長、東君。 

○福祉課長（東 敏雄） 

 お答えします。 

 発泡スチロールは軽いんですけども、非常にかさばりますので、何べんも運搬に通

わなくてはならないと。それを熱処理で約１００分の１に収縮します。そうすると、

今の運搬費が、だいたい２年ぐらいでもとを取れるんじゃないかと考えております。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに質疑ございませんか。 

 １８番、楠部君。 

○１８番（楠部重計） 

 発泡スチロールの空気減圧器であろうかと、空気減圧で発砲スチロールをつぶす機

械ということですね。熱処理か……。これはどこへ置くのかということと、その説明

内容がちょっとわからないんですけど、その点もう少し詳しくお願いしたいんですけ



ど。 

 ２年でもと取るというのは、町がその備品を買った分が浮いてくるということであ

るのか、あそこの今、上徳田のシルバーに委託している、各町内から運んでくるごみ

を委託するのをほかへ運ぶのと、その費用が安くなって２年でもと浮くというのか、

そこら辺りをちょっと説明してもらいたい。 

○議長（亀井次男） 

 担当課長に言っておきます。 

 きちっと、委員会で説明をしておいてください。 

 福祉課長、東君。 

○福祉課長（東 敏雄） 

 発砲スチロールだけではないんですけども、住金鋼管に運ぶ単価が、年額だいたい

３２４万円必要となっております。それで、熱処理で１００分の１に圧縮しようとい

うものです。それを破砕費用とも含めて、だいたい１７２万３，０００円ぐらいが年

間費用で減額されます。それで、約２年すれば、だいたいこの備品代のもとがとれる

のではないかと考えております。 

 それから、プラスティック収集場の横へそれを設置します。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 ないようですので、質疑を終わります。 

 続いて、討論を行います。討論ございませんか。 

 ２番、増谷君。 

○２番（増谷 憲） 

 議案第２１１号、平成１８年度有田川町一般会計補正予算についての反対討論を行

います。 

 今回の補正予算には、必要な様々な予算が組まれています。 

 しかし、歳出の２５ページにあるように、社会福祉総務費の後期高齢者医療広域連

合設立準備委員会負担金１３７万９，０００円と後期高齢者医療広域連合負担金５７

万円が組まれていますので、反対といたします。 

 反対の理由は、後ほど出てきます広域連合会の設立議案のところで行いたいと思い

ます。以上です。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに討論ございませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 



 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、多数であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第２ 議案２１２号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第２、議案第２１２号、平成１８年度有田川町住宅新築資金等事業特別会計補

正予算第１号を議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第３ 議案２１３号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第３、議案第２１３号、平成１８年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正

予算第２号を議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 



〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第４ 議案２１４号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第４、議案第２１４号、平成１８年度有田川町老人保健事業特別会計補正予算

第２号を議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第５ 議案２１５号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第５、議案第２１５号、平成１８年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算

第３号を議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 



 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第６ 議案２１６号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第６、議案第２１６号、平成１８年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算

第３号を議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 



…………… 日程第７ 議案２１７号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第７、議案第２１７号、平成１８年度有田川町農業集落排水事業特別会計補正

予算第３号を議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第８ 議案２１８号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第８、議案第２１８号、平成１８年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予

算第４号を議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 



 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第９ 議案２１９号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第９、議案第２１９号、平成１８年度有田川町水道事業会計補正予算第３号を

議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第１０ 議案２２１号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第１０、議案第２２１号、有田川町合併地域振興基金条例の制定についてを議

題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 



〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第１１ 議案２２２号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第１１、議案第２２２号、有田川町西ヶ峯地区コミュニティセンターの設置及

び管理に関する条例の制定についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第１２ 議案２２３号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第１２、議案第２２３号、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 



 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第１３ 議案２２４号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第１３、議案第２２４号、有田川町職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第１４ 議案２２５号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第１４、議案第２２５号、有田川町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 



〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第１５ 議案２２６号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第１５、議案第２２６号、有田川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第１６ 議案２２７号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第１６、議案第２２７号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、増谷君。 

○２番（増谷 憲） 



 今回この改正、全国的な改正なんですけども、助役を副町長に改めるというように

なっていますが、その立場上、名前が変わる助役さんがおられますので、副町長にな

ることについての思いと今後の取り組みについて、改めて意気込みをお伺いしておき

たいと思います。以上です。 

○議長（亀井次男） 

 助役、山﨑君。 

○助役（山﨑博司） 

 今、条例改正が提案されましたけども、まだ実感といたしまして、名前が変わるの

がまだ４月からということでございます。十分この間に今後のこと、またどういう責

任をもって町長を補佐していくのか、十分考えておきたい、このように思っておりま

す。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 以上で質疑を終わります。 

 続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第１７ 議案２２８号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第１７、議案第２２８号、有田川町副町長の定数を定める条例の制定について

を議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 



〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第１８ 議案２２９号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第１８、議案第２２９号、和歌山県後期高齢者医療広域連合の設立についてを

議題とします。 

 質疑ありませんか。 

 ３番、堀江君。 

○３番（堀江眞智子） 

 議案第２２９号について質疑をさせていただきます。 

 これは、７５歳以上の後期高齢者４，７６９人と６５歳から７４歳までの寝たきり

の認定を受けた高齢者２２５人が対象の医療制度の運営主体を決める議案です。とこ

ろが、この医療制度、説明がないままに、連合会を立ち上げるための議案だけ先行す

るのはどうかと考えます。 

 また２つ目には、この規約では、議員だけで広域連合をつくることになりますから、

住民の代表が参加できないのか、つまり、後期高齢者の意思が反映されるしくみにな

っているのかどうか。 

 また３つ目に、議会へ報告する義務を明確にしていますが、今回もこの医療制度そ

のものについての説明もまだありませんし、例えば保険料案が１カ月平均６，４００

円ということもこちらから聞いて初めて出たことです。今後、保険料などの変更が出

てくれば、議会に意見を聞くかどうか。また、情報公開、徹底できるのかどうか。 

 そして４番目に、老人保健制度で、７５歳以上で、扶養家族で、保険料負担のない

方が何人出てくるかの把握もしておりません。これでは、この医療制度に変わる方々

の痛みがわからないことになるのではないかと思います。今後、調べておいていただ

きたい。 

 そして５番目に、後期高齢者の今後の推移はどのようになっているのか、考えてお

られるのか、質疑させていただきます。 

○議長（亀井次男） 



 住民課長、星田君。 

○住民課長（星田仁志） 

 お答えを申し上げます。 

 まず、後期高齢者の人口の推移ですが、現在、ただいまおっしゃられたとおり４，

９９４名でございます。今後、５，０００人前後は推移していくと考えております。 

 それから、議会への説明なんですが、住民福祉常任委員会の方で説明はさせていた

だいたわけですけども、それ以上の説明というのは、まださせていただいておりませ

ん。 

 それから、保険料でございますが、和歌山県の平均では月６，４００円ぐらいで、

年間７万７，０００円ぐらいになるであろうと、今のところ予定しております。限度

額というのはまだ未定で、今のところわかっておりません。ただ、保険料は所得の水

準によって、応益保険料の７割、５割、２割、そういう軽減措置もございます。今ま

で扶養されていて、今回保険料がかかってくる方には、応益保険料を２年間、５割軽

減するというような措置もとられております。 

 それから、３月議会でまたお願いするわけですけれども、広域議員さんを、議長を

含め２６名の議員の中から１名、有田川町としては推薦していただくわけでございま

す。住民の声と言われましたが、もちろん私ども担当課の職員も幹事会、部会等へ出

席しますし、町長も連合会という部会の中へ所属して、出席しております。その会で、

住民の皆さんの声というのを聞いて、いろんな意見を申し上げていきたいと、このよ

うに考えております。 

○議長（亀井次男） 

 ２番、増谷君。 

○２番（増谷 憲） 

 私も質疑させていただきます。 

 今、課長さんが最後に答弁された、住民の声を届けるかという問題ですけども、私

は制度としては認めませんけども、もうこれは通りますので、ぜひ今度の中に住民の

声を入れるしくみをつくっておいていただきたい。これを申し上げておきたいと思い

ます。 

 それから、あと３点お聞かせいただきたいんですけども。 

 後期高齢者が増えてくると保険料は上がってくるんではないかと思いますが、その

点、どのように推移するか予測を出してください。 

 それから２つ目に、保険料が払えないとどうなるかということなんですけども、保

険証はどうなるかという問題ですね。 

 ３つ目に、診療報酬の問題ですが、他の世代に比べて、この後期高齢者医療制度の

診療報酬はどうなるかという点。 

 その３つをお答えください。 



○議長（亀井次男） 

 暫時休憩します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １３時５９分 

再開 １４時 ９分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井次男） 

 再開いたします。 

 住民課長、星田君。 

○住民課長（星田仁志） 

 先ほどの増谷議員の質疑にお答えしたいと思います。 

 まず、住民の声を聞いてほしいということでございますが、十分住民の声を聞きま

して、広域連合の方へ反映していきたいと思っております。 

 それから、保険料の支払えない方、また診療報酬、保険料等でございますが、保険

料の支払えない方は、国保と同様に、滞納者の対策として、資格証明書を発行すると

いうことになっています。まだ詳細が決まっておりませんので、今後、広域連合の方

で決定していくわけでございますが、制度自体、今の国保の制度と同じでかわらない

と思います。以上でございます。 

 保険料については、今のところわかりません。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 ないようですので、質疑を終わります。 

 続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

 ３番、堀江さん。 

○３番（堀江眞智子） 

 反対の立場から、この議案第２２９号について討論をさせていただきます。 

 最大の反対の理由は、この後期高齢者医療制度そのものに問題があるからです。ま

ず、今まで扶養家族で保険料を払わなくてもよかった方が保険料を負担しなければな

らなくなります。しかも、月１万５，０００円以上の年金がある後期高齢者が介護保

険と同様に年金から保険料が天引きされます。月６，４００円前後の負担となります。

介護保険と合わせると、月１万円前後の負担、年間１２万円前後の負担となってしま

います。 

 また２番目に、後期高齢者は年々増えてきますから、それに伴い給付が増えて、２

年ごとの見直しでは保険料が値上げされるばかりです。 



 また第３に、保険料を滞納すると、先ほども言われましたように、保険証が取り上

げられ、短期保険証や資格証明書の発行となり、保険料を払えないと、必要な医療が

受けられないということが起こってきます。 

 ４番目に、健康管理は個人の責任だということで、診療報酬も別立てとなり、後期

高齢者の心身の特性にふさわしい診療報酬体系を口実に診療報酬引き下げ、手抜き医

療になるという危険性が考えられます。 

 そのような問題点を多く含んでいる医療制度の運営するのが、この広域連合です。

こういう中で、対象となってくる後期高齢者の声が届かない、議会も十分チェックで

きないような広域連合の設立を認めることはできません。 

 以上をもちまして、反対討論とさせていただきます。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 ほかに討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、多数であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第１９ 議案２３０号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第１９、議案第２３０号、和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織

する地方公共団体の数の増加とこれに伴う規約の変更についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 



〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第２０ 議案２３１号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第２０、議案第２３１号、和歌山県市町村職員退職手当事務組合規約の変更に

ついてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第２１ 議案２３２号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第２１、議案第２３２号、和歌山地方税回収機構規約の変更についてを議題と

します。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、増谷君。 

○２番（増谷 憲） 

 議案２３２号について、質疑をさせていただきます。 

 今回の規約の変更に関わっての質疑ではないのですが、私はこの間この回収機構に

関わって住民から寄せていただいた声をもとにお伺いするわけですが、ある方が複雑

な家庭状況の中で、固定税が滞納になっておりまして、それがずいぶん後でわかりま

した。ところが、そのわかった時点では、すでに町から地方税回収機構に回っており



まして、いくら払うと言っても町の税務課では受け付けなかったということで、はね

のけられたという、そういう思いを述べておられました。その方は、後ほど町長さん

に言ってもらって、それでどうにかこちらで払うことができたと。こういう対応の仕

方はどうかと私は思います。 

 一方、全員協議会でも前 議員がおっしゃってましたけども、地方税回収機構へ行か

れても、そこでの対応はもうすさまじいものだったと。こういうやり方では、いくら

滞納してあったとしても、また善意の気持ちで払う意思があったとしても、こういう

姿勢では逆効果となるんではないかと思います。だから、その点きちっと、対応の仕

方は機械的にするのではなくて、やっぱりその方の状況を見ながら判断していただく

ように求めておきたいと思いますが、町長いかがでしょうか。 

○議長（亀井次男） 

 町長、中山君。 

○町長（中山正隆） 

 税金というのは、国民の義務であります。先ほどの件については、何回か通知を出

させていただいたんですけれども、いろんな事情があって本人のところへ届いていな

かったという非常に複雑な点がありまして、直接私の方へお電話いただきまして、誠

に悪かったと、すぐ手続きをさせていただくということで、その方については、確か

８０万ぐらいだったと思いますけれども、快く納めていただきました。今後、そうい

うことの起こらないように万全を期してきたいと思います。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、前 君。 

○９番（前 利夫） 

 増谷議員も言われましたが、全員協議会の席でもお話しましたけれども、私も体験

してから２週間にしかならんのですが、直接、有田川町の住民じゃなしに、知人の和

歌山市民の関係で行ってまいりました。 

 一口に申し上げまして、当然でございますが、町長も言われたとおり、税は国民の

３大義務の１つでございます。これがない限り、すべての国地方の運営は立ち行かな

いのは、これはもう自明の理でございます。特に私がお願いしておきたいことは、今、

増谷議員も言われましたとおり、回収機構へ回す時点において、手落ちがないかどう

か徹底的に、税務課の方では十分当人に精査してしていただきたい。私の知る話の場

合は、もう早くから通告を受けておった問題でございますので、ここへ回りましたら

当たり前でございますが、どんな力をもってしてでも、それだけの、なんと言うか、

毅然とした態度で臨んでおられることは事実でございます。 

 ただ、人間というのは、そういうだけじゃなしに、やっぱり情の面も通用せんのか

というのは、これはまた半面にあり、人間の心理でございます。もう回ってしまった



ら、全然手の施しようがないと。それだけにやっぱり町民の意欲を守っていくという

のは、これはもう行政にかけられた、また議会にかけられた最大の使命でございます

ので、そういう点はやっぱり十二分に精査してやっていただきたい。通達を回収機構

へ回す前に、本当にご苦労でございますが、すべての面での状況を把握した上で回し

ていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 

 これはもうお返事結構でございますが、そういうことでやっていただきたいこと、

あわせて要求しておきたいと思います。以上です。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第２２ 議案２３３号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第２２、議案第２３３号、有田周辺広域圏事務組合規約の改正に関する協議に

ついてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 



 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第２３ 議案２３４号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第２３、議案第２３４号、有田聖苑事務組合規約の変更についてを議題としま

す。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第２４ 議案２３５号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第２４、議案第２３５号、有田郡老人福祉施設事務組合規約の変更についてを

議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 



 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第２５ 議案２３６号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第２５、議案第２３６号、有田川町辺地総合整備計画の策定についてを議題と

します。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 



…………… 日程第２６ 議案２３７号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第２６、議案第２３７号、有田川町過疎地域自立促進計画の策定についてを議

題とします。 

 質疑ありませんか。 

 ９番、前 君。 

○９番（前 利夫） 

 私は、この件については、何でも９番議員の発言を本会議において記録に残してお

きたいということから、申し上げておきたいと思います。 

 現在、私ども旧清水町地域、保田局長も同席されておりますが、清水行政局管内の

１２月１日現在の人口は４，６５７人。昭和３５年の合併、同時に国調の行われた年

でございますが、清水町の人口は１万１，３７７人でございます。いかに過疎という

のは厳しいか。６割の減少でございます。町長も歩いていただいて、沼谷地区、遠井

地区、室川地区なんかをつぶさに体験していただいておると思うんです。まさにこの

集落は、後１０年も待たずに、このままでは消滅してしまう危機にさえあります。 

 昭和３０年代に始まりました日本の驚異的な世界の奇跡と言われた高度成長は、い

わゆる山間部の若い労働力を根こそぎ都会に持っていってしまいました。過疎前兆の

始まりでございます。国の方でも、このままでおきましたら、全国土の６割を占める

山間地帯が壊滅しかねない。議員が立ち上がっていただいて、昭和４５年にできたの

は過疎地域対策緊急措置法でございます。これは１０年立法でございまして、引き続

いて５５年に過疎地域振興特別措置法、引き続きまして平成２年度、１０年後が来ま

したんで、過疎地域活性化特別措置法が制定され、その後の１０年後、いわゆる平成

１２年現行の過疎地域自立促進特別措置法が改正されております。この前後に一大問

題になったのは、地方によって国が潰れてしまうという一部学者の暴論が公然とまか

り通った時代でございます。二階先生と谷垣禎一先生、１２年度この今通用してる法

律に対して、本当に体を張って努力をしてくださって、ぎりぎりの段階で本特例法が

設置されたいきさつを私は身をもって知っております。この財政厳しい中で、町長も、

今までの答弁の中で言われましたとおり、期限は２２年度、３月３１日をもってこの

法案が終わることになります。２１年度は終結の年度に実質的になるわけです。 

 だから、私がここで要求しておきたいのは、今の現状から見て、この法案は絶対に

過疎地にとってはなくてはならない。この後半期の最後の、今許されてる範囲での特

別措置については、全力を挙げて計画に従って予算を行使していただきたい。なおか

つその上に、今申し上げました、まさに歳月は人を待ちません。この立法は引き続い

て、法案が切れた後でも、また新たな立法として実現できるように、これは地場から

の突き上げなしには、１２年度の改正も申し上げましたとおり、今の財政状況から言

って、たいへん厳しくなってくると、私は今までの体験の中で思っております。 



 そういう面から全力をあげて、町長部局全員、あらゆる立場に立って過疎地域の実

情を見守って体験されるとともに、さらに勉強していただいて、今申し上げました後

期計画の完全な実施、同時に次の立法の制定に当たりましても、的確な資料が出せる

ように今から準備していただきたい。 

 これをお願いして、中山町長のこれにあたる決意を、この際改めてお聞かせ願って

おきたいと思います。以上です。 

○議長（亀井次男） 

 町長、中山君。 

○町長（中山正隆） 

 前 議員にお答えをしたいと思います。 

 日本はですね、やはり地域の繁栄なくして国家の繁栄はないと思います。そういっ

た観点に立って、この地域自立支援法の計画に沿ってやっていきたいと思います。 

 また、平成２１年度でこの法律も終わると聞いてますので、それにかわるまた新し

い法律をつくっていただけるように、全力を挙げて取り組んでいきたいと思います。 

○議長（亀井次男） 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑を終わります。 

 続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第２７ 議案２４０号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第２７、議案第２４０号、平成１８年度公下第５号吉備第２幹線管渠布設工事

第４工区の請負変更契約についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、多数であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第２８ 議案２４１号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第２８、議案第２４１号、平成１８年度公下第６号一ツ松工区管渠布設工事第

４工区の請負変更契約についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、多数であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第２９ 議案２４２号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第２９、議案第２４２号、平成１８年度公下第８号吉備第３幹線管渠布設工事

第１工区の請負変更契約についてを議題とします。 



 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、多数であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第３０ 議案２４３号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第３０、議案第２４３号、平成１８年度公下第９号野田工区管渠布設工事第１

工区の請負変更契約についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、多数であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第３１ 議案２４４号 …………… 

○議長（亀井次男） 



 日程第３１、議案第２４４号、平成１８年度公下第１０号野田工区管渠布設工事第

２工区の請負変更契約についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、多数であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 

…………… 日程第３２ 議案２４５号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第３２、議案第２４５号、平成１８年度公下第１１号野田工区管渠布設工事第

３工区の請負変更契約についてを議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、多数であります。 

 よって、本案は可決されました。 

 



…………… 日程第３３ 請願の審査報告について …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第３３、請願の審査報告についてを議題とします。 

 請願第２号として、吉備中学校へサッカー部の設立を求める請願が、本定例会第１

日目において、総務文教常任委員会に付託されています。 

 この件について、総務文教常任委員長から審査の経過及び結果について、報告を求

めます。 

 総務文教常任委員長、新家君。 

○総務文教常任委員長（新家 弘） 

 委員長報告を行います。 

 請願第２号、吉備中学校へサッカー部の設立を求める請願が本定例会第１日目にお

いて、当委員会に付託されています。 

 この件につきまして、１２月１５日委員会を開き、教育長等の出席を求め、内容等

について、慎重審査をいたしました。 

 その結果、全会一致で採択することに決定いたしました。 

 十分ご審議の上、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げ、報告を終わり

ます。 

○議長（亀井次男） 

 ただいま、総務文教常任委員長から、その結果等について報告がありました。 

 この委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 この請願に対する委員長の報告は、採択です。 

 この請願は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって本件は、採択することに決定しました。 

 



…………… 日程第３４ 陳情の審査報告について …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第３４、陳情の審査報告についてを議題とします。 

 陳情第４号として、安全・安心の医療と看護の実現のため医師・看護師等の増員を

求める陳情が、本定例会第１日目において、住民福祉常任委員会に付託されています。 

 この件について、住民福祉常任委員長から審査の経過及び結果について、報告を求

めます。 

 住民福祉常任委員長、佐々木君。 

○住民福祉常任委員長（佐々木裕哲） 

 住民福祉常任委員長報告を行います。 

 陳情第４号、安全・安心の医療と看護の実現のため医師・看護師等の増員を求める

陳情が、本定例会第１日目において、当委員会に付託されています。 

 この件につきまして、１２月１５日、委員会を開き、全員出席のもと内容等につい

て慎重審査をいたしました。 

 その結果、全会一致で採択することに決定しました。 

 十分にご審議の上よろしくご決定くださいますようお願い申し上げ、報告を終わり

ます。 

○議長（亀井次男） 

 ただいま、住民福祉常任委員長から報告がありました。 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 この陳情に対する委員長の報告は、採択です。 

 この陳情は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 よって、本件は採択することに決定しました。 

 暫時休憩いたします。 



～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １４時３８分 

再開 １４時３９分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（亀井次男） 

 再開します。 

 お諮りします。 

 ただいま、お手元に配布のとおり、医師・看護師等の増員を求める意見書の提出に

ついて、意見書案が、提出者１１番議員、賛成者１８番議員ほか６人から提出されま

した。 

 この際、本件を日程に追加し、追加日程第１として、ただちに議題といたしたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本件を日程に追加し、追加日程第１、意見書案第３号として、議題と

することに決定しました。 

 

…………… 追加日程第１ 意見書案第３号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 追加日程第１、意見書案第３号、医師・看護師等の増員を求める意見書の提出につ

いてを議題とします。 

 本意見書案について、１１番議員より提案理由の説明を求めます。 

 １１番、佐々木君。 

○１１番（佐々木裕哲） 

 ただいま、議長より提案理由の説明を求められましたので、説明させていただきま

す。 

 朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきたいと思います。 

 意見書案第３号、医師・看護師等の増員を求める意見書案であります。 

 医師・看護師等の増員を求める意見書案。 

 安全・安心でゆきとどいた医療・看護を実現するためには、医療従事者がゆとりと

誇りを持って働き続けられる職場づくりが不可欠です。 

 医師や看護師等の不足が深刻化している。住民が安全で安心できるよう、欠員を補

充するとともに過酷な労働実態を改善するため、夜勤日数の法整備が必要です。 

 安全・安心の保障が必要であり、診療報酬などによる財政的な面が求められていま

す。よって、政府におかれては、現場での医療の充実を保障する為、医師・看護師等



の確保対策改善を行うよう要望するものです。 

 １、地域医療を充実させるために、医師・看護師等の確保対策を強化して下さい。 

 ２、小児科の休日・夜間を含め診療の充実を強化して下さい。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成１８年１２月２１日、和歌山県有田川町議会。提出者、佐々木裕哲。賛成者、

楠部重計、堀江真智子、東武史、坂上東洋士、西弘義、竹本和泰、橋爪弘典でありま

す。 

 提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、和歌山県知事でございます。 

 以上、ご賛同の程、よろしくお願いいたします。 

○議長（亀井次男） 

 ただいま、１１番議員の提案理由の説明が終わりました。 

 これより、意見書案第３号の質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本意見書案は、原案のとおり提出することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（亀井次男） 

 起立、全員であります。 

 したがって、本意見書案は、原案のとおり提出することに決定しました。 

 

…………… 日程第３５ 意見書案第２号 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第３５、意見書案第２号、全国森林環境税の創設を求める意見書の提出につい

てを議題とします。 

 本意見書案は、提出者１４番議員、賛成者２２番議員、ほか６名より提出されてお

りますので、１４番議員に提案理由の説明を求めます。 

 １４番、殿井君。 

○１４番（殿井 堯） 

 意見書案第２号、全国森林環境税の創設を求める意見書案でありますが、付託され



ました産業建設常任委員会において、全員とはいかなくて、賛成多数ということで採

択されました。 

 その内容は、手元の方に配布されていると思いますので、地方自治法第９９条の規

定により意見書提出先を読み上げます。 

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、農林大

臣、環境大臣に対して、和歌山県有田川町議会といして提出させていただきます。以

上です。 

○議長（亀井次男） 

 ただいま、１４番議員の提案理由の説明が終わりました。 

 これより、意見書案第２号の質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、増谷君。 

○２番（増谷 憲） 

 ただいま、委員会の委員長からご説明がありましたが、この意見書をあげるに当た

って、一番その大もとの環境税の税源をですね、どこに求めるかという点でのご説明

がなかったように思いますが、その点どんな論議をされたのか、ご説明をいただきた

いと思います。 

○議長（亀井次男） 

 １４番、殿井君。 

○１４番（殿井 堯） 

 この税は、京都議定書の第一約束期限である平成２０年度から様々な政策的連帯の

中で位置づけ、冷静に配慮しながら、来年以降も継続して検討するというふうになっ

ています。以上です。 

（※ この間で、あやふやなやりとりがある） 

○議長（亀井次男） 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 ないようでしたら、意見書案第２号の質疑を終わります。 

 続いて、討論を行います。討論ございませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本意見書案は、原案のとおり提出することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 



○議長（亀井次男） 

 起立、多数であります。 

 したがって、本意見書案は、原案のとおり提出することに決定しました。 

 

…………… 日程第３６ 委員会の閉会中の継続審査の件(陳情第１号) …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第３６、委員会の閉会中の継続審査の件を議題とします。 

 総務文教常任委員長から、目下、委員会において審査中の陳情第１号について、会

議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の継

続審査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しま

した。 

 

…………… 日程第３７ 委員会の閉会中の継続審査の件(陳情第２号) …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第３７、委員会の閉会中の継続審査の件を議題とします。 

 産業建設常任委員長から、目下、委員会において審査中の陳情第２号について、会

議規則第７５条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続

審査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しま

した。 

 

…………… 日程第３８ 議会運営委員会の閉会中の継続調査とする件 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第３８、議会運営委員会の閉会中の継続調査とする件を議題とします。 

 議会運営委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました議



会運営委員会閉会中の継続調査の件名表のとおり、閉会中の継続調査の申し出があり

ます。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定しました。 

 閉会中、よろしく調査お願いします。 

 

…………… 日程第３９ 各常任委員会の所管事務調査を閉会中の …………… 

継続調査とする件     

○議長（亀井次男） 

 日程第３９、各常任委員会の所管事務調査を閉会中の継続調査とする件を議題とし

ます。 

 各常任委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました継続

調査を要する所管事務調査件名表のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（亀井次男） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定しました。 

 閉会中、よろしく調査お願いします。 

 

…………… 日程第４０ 各特別委員会の閉会中の継続調査とする件 …………… 

○議長（亀井次男） 

 日程第４０、各特別委員会の閉会中の継続調査とする件を議題とします。 

 各特別委員会の委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しま

した各特別委員会閉会中の継続調査の件名表のとおり、閉会中の継続調査の申し出が

あります。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、各特別委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定しました。 

 閉会中、よろしく調査お願いします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件は、すべて終了いたしました。 

 したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（亀井次男） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 

 これで、本日の会議を閉じます。 

 平成１８年第４回有田川町議会定例会を閉会いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

閉会 １４時５３分 

 


